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一　

近
世
史
上
の
後
水
尾
天
皇
（
上
皇
）

第
一
〇
八
代
の
後
水
尾
天
皇
（
一
五
九
六
〜
一
六
八
〇
）
は
、
従
来
よ

り
各
方
面
か
ら
注
目
さ
れ
、
す
ぐ
れ
た
評
伝
も
複
数
出
版
さ
れ
て
い
る）

1
（

。

そ
の
御
事
績
に
つ
い
て
、
近
世
皇
室
史
に
精
し
い
武
部
敏
夫
は
『
国
史
大

辞
典
』
に
次
の
ご
と
く
略
述
し
て
お
ら
れ
る）

2
（

。

（
後
述
の
便
宜
上
、
改
行
し
て
番
号
を
冠
し
、
一
部
省
略
し
た
。）

⑴ 

慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
六
月
四
日
、
後
陽
成
天
皇
の
第
三
皇
子
と
し

て
誕
生
。
母
は
関
白
近
衛
前
久
の
女
前
子
（
中
和
門
院
）。
諱
は
政
仁

「
こ
と
ひ
と
」、
初
訓
「
た
だ
ひ
と
」。

　

 

同
（
慶
長
）
五
年
十
二
月
二
十
一
日
、
親
王
宣
下
。
同
十
六
年
三
月
二

十
七
日
、
父
天
皇
の
譲
り
を
受
け
て
践
祚
し
、
四
月
十
二
日
、
即
位
礼

を
挙
げ
た
。

⑵ 

こ
の
後
、
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
六
月
、
将
軍
徳
川
秀
忠
の
女
和
子

を
納
れ
て
女
御
と
し
、
つ
い
で
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
十
一
月
、
久

し
く
絶
え
て
い
た
立
后
の
儀
が
行
わ
れ
た
。

　

 

在
位
十
九
年
に
し
て
、
同
（
寛
永
）
六
年
十
一
月
八
日
、
俄
か
に
皇
后

所
生
の
女
宮
興
子
内
親
王
（
明
正
天
皇
）
に
譲
位
し
、
爾
来
院
に
あ
る

こ
と
五
十
二
年
、
そ
の
間
、
慶
安
四
年
（
一
六
四
一
）
五
月
、
落
飾
し

て
法
名
を
円
浄
と
称
し
た
。
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
八
月
十
九
日
、

八
十
五
歳
を
も
っ
て
崩
御
。
追
号
は
遺
諡
に
よ
っ
て
後
水
尾
院
と
い

い
、
陵
は
京
都
泉
涌
寺
山
内
に
あ
っ
て
月
輪
陵
と
称
す
る
。

⑶ 
天
皇
の
在
任
時
は
、
徳
川
幕
府
の
創
業
期
に
あ
た
り
、
時
に
新
し
い
朝

幕
関
係
の
確
立
を
目
指
し
た
徳
川
幕
府
は
、
元
和
元
年
七
月
『
禁
中
幷

公
家
諸
法
度
』
を
定
め
て
朝
廷
抑
制
の
方
針
を
制
度
化
し
た
が
、
さ
ら

に
四
辻
秀
継
ら
の
配
流
や
紫
衣
事
件
の
ご
と
き
、
朝
廷
の
内
政
・
特
権

後
水
尾
天
皇
（
上
皇
）
の
宸
筆
に
見
る
深
慮
と
訓
戒
書所　

　
　

功

史
料
紹
介
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に
対
す
る
露
骨
な
干
渉
も
相
つ
い
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
た
め
天
皇
は
、

憤
懣
抑
え
が
た
く
、
あ
え
て
幕
府
に
諮
る
こ
と
な
く
譲
位
を
決
行
し
た

の
で
あ
っ
た
。

⑷ 

い
ま
東
山
御
文
庫
に
伝
存
す
る
天
皇
の
御
教
訓
書
に
、
特
に
武
家
専
権

の
世
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
、
こ
の
時
世
に
あ
っ
て
は
憍
心
を
つ
つ

し
む
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
は
、
体
験
に
も
と
づ
く
訓

戒
と
し
て
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。

⑸ 

天
皇
の
在
世
時
は
、
ま
た
文
芸
復
興
の
機
運
に
み
ち
た
時
代
で
、
朝
廷

に
あ
っ
て
も
文
学
・
芸
術
に
す
ぐ
れ
た
公
家
衆
が
輩
出
し
た
。

　

 

天
皇
も
深
く
文
芸
を
好
み
、
み
ず
か
ら
『
源
氏
物
語
』
そ
の
他
の
古
典

を
侍
臣
に
講
ず
る
と
と
も
に
、
宮
中
に
学
問
講
と
称
す
る
学
芸
稽
古
の

式
日
を
設
け
て
、
廷
臣
の
講
習
を
奨
励
し
た
。
ま
た
和
歌
・
連
歌
・
漢

詩
・
書
道
を
は
じ
め
、
茶
道
・
華
道
・
香
道
あ
る
い
は
絵
画
な
ど
に
も

長
じ
…
…
て
い
る
。

⑹ 

さ
ら
に
朝
儀
の
復
興
に
も
意
を
用
い
、
踏
歌
節
会
・
殿
上
淵
酔
な
ど
の

儀
を
復
す
る
一
方
、『
当
時
年
中
行
事
』
の
ご
と
き
朝
儀
公
事
に
関
す

る
著
作
も
遺
し
て
い
る
。
天
皇
は
譲
位
の
後
、
幕
府
に
対
す
る
憤
懣
を

仏
道
の
研
鑽
に
転
じ
、
特
に
心
を
禅
宗
に
留
め
…
…
功
を
積
ん
だ
。

⑺ 

な
お
、
修
学
院
離
宮
が
天
皇
の
計
画
・
設
計
に
な
る
こ
と
は
著
名
で
あ

る
。
御
製
は
千
数
百
首
の
多
数
に
及
び
、
御
集
を
『
鴎
巣
集
』
と
い

う
。
ま
た
御
撰
の
著
作
は
四
十
余
を
か
ぞ
え
る
。

以
上
の
と
お
り
、
簡
に
し
て
要
を
え
た
説
明
で
あ
る
が
、
こ
の
機
会
に

更
め
て
検
討
し
た
い
の
は
、
⑶
と
⑷
に
関
す
る
実
情
と
そ
の
近
世
史
上

（
ひ
い
て
は
日
本
史
上
）の
政
治
文
化
史
的
意
義
の
解
明
で
あ
る
。
そ
の
基

本
史
料
と
し
て
、
幸
い
後
水
尾
天
皇
自
身
の
宸
筆
が
数
多
く
現
存
す
る
。

二　
『
宸
翰
英
華
』
所
収
の
後
水
尾
天
皇
宸
筆

後
水
尾
天
皇
の
宸
筆
は
、
既
刊
書
や
図
録
類
な
ど
に
よ
り
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
帝
國
学
士
院
編
『
宸
翰
英
華）

3
（

』
の
図
版
篇
（
略

称
Ｚ
）
と
解
説
篇
（
略
称
Ｋ
）
に
は
、
合
計
約
百
五
十
点
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
を
大
ま
か
に
分
類
す
れ
ば
、
左
の
通
り
で
あ
る
（
以
下
、

Ｚ
・
Ｋ
の
略
称
で
示
す
。
Ｋ
の
口
絵
も
略
称
Ｋ
。
数
字
は
原
本
の
番
号
）。

㋑ 

「
御
教
訓
書
」
…
…
Ｚ
二
七
二
・
二
七
三
＝
Ｋ
五
九
一
／
Ｋ
五
九

二
／
Ｚ
二
七
四
＝
Ｋ
五
九
三

㋺ 

「
御
懐
紙
／
御
短
冊
」
…
…
Ｋ
五
九
四
〜
六
〇
〇
／
Ｚ
二
七
九
＝

Ｋ
六
〇
一
／
Ｚ
二
八
一
＝
Ｋ
六
〇
二
／
Ｋ
六
〇
三
〜
六
二
一
／
Ｚ

二
八
四
＝
Ｋ
六
二
二
／
Ｋ
六
二
三
／
Ｚ
二
八
三
＝
Ｋ
六
二
四
／
Ｓ

八
五
＝
Ｋ
六
二
五
／
Ｋ
六
二
六
／
Ｓ
八
六
＝
Ｋ
六
二
七
／
Ｋ
六
二

八
・
六
二
九
／
Ｚ
二
八
二
＝
Ｋ
六
三
〇
／
Ｋ
六
三
一
／
Ｓ
八
八
＝

Ｋ
六
三
二
〜
六
三
五
／
Ｓ
八
九
＝
Ｋ
六
三
六
／
Ｋ
六
三
七
〜
六
五

七
／
Ｋ
六
五
八
・
六
五
九
／

　
 

以
下
、
御
短
冊
Ｚ
二
八
五
＝
Ｋ
六
六
〇
／
Ｋ
六
六
一
・
六
六
二
／

Ｚ
二
八
五
＝
Ｋ
六
六
三
／
Ｚ
二
八
六
＝
Ｋ
六
六
四
／
Ｋ
六
六
五
〜

六
六
八
／
Ｚ
二
八
六
＝
Ｋ
六
六
九
／
Ｋ
六
七
〇
／
Ｓ
九
〇
＝
Ｋ
六
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七
一
／
Ｓ
九
一
＝
Ｋ
六
七
二
／
他
に
「
和
漢
御
連
句
」
に
Ｋ
六
七

三
／
古
今
伝
授
の
「
御
誓
状
案
」
Ｚ
二
八
七
＝
Ｋ
六
七
四

㋩ 
「
御
切
紙
」
…
…
Ｚ
二
八
八
＝
Ｋ
六
七
五
／
Ｋ
六
七
六
・
六
七
七

㋥ 

「
御
抄
物
／
御
書
留
」
…
…
Ｋ
六
七
八
・
六
七
九
／
Ｓ
九
三
＝
Ｋ

六
八
四

㋭ 

「
御
太
字
／
御
額
」
…
…
Ｚ
二
八
九
＝
Ｓ
九
二
＝
Ｋ
六
八
〇
（
敬
）

／
Ｚ
二
九
〇
＝
Ｋ
六
八
一

㋬ 

「
御
香
銘
／
御
絵
」
…
…
Ｋ
六
八
二
／
Ｚ
二
九
一
＝
Ｋ
六
八
三

（
馬
）

㋣ 

「
勅
書
」
等
…
…
Ｋ
六
八
五
／
Ｚ
二
九
二
＝
Ｋ
六
八
六
／
Ｚ
二
九

四
＝
Ｋ
六
八
七
／
Ｋ
六
八
八
（
勅
序
）
／
Ｚ
二
九
五
・
六
＝
Ｋ
六

八
九
（
御
絵
）
／
Ｚ
二
九
七
・
八
＝
Ｋ
二
九
三
・
四
（
古
則
）

㋠ 

「
女
房
奉
書
」
…
…
Ｚ
六
〇
〇
＝
Ｋ
六
九
八
／
Ｋ

㋷ 

「
御
消
息
」
…
…
Ｚ
三
〇
〇
＝
Ｋ
六
九
九
／
Ｓ
九
七
＝
Ｋ
七
〇
〇

／
Ｋ
七
〇
五
〜
七
〇
九
／
Ｚ
三
〇
一
＝
Ｋ
七
一
〇
／
Ｚ
九
九
＝
Ｋ

七
一
一
／
Ｋ
七
一
二
〜
七
二
四
／

㋦ 

「
御
勘
近
衛
信
尋
書
状
」
…
…
Ｚ
三
〇
二
＝
Ｋ
七
二
五
／
Ｋ
七
二

九
〜
七
三
三

㋸ 

「
東
照
宮
縁
起
」
…
…
Ｚ
二
九
九
＝
Ｋ
二
九
五

㋾ 

「
勅
使
口
上
覚
書
」
…
…
Ｚ
二
七
五
・
六
＝
Ｋ
七
〇
二

㋻ 

「
御
置
文
案
」
…
…
Ｚ
二
七
七
＝
Ｋ
七
〇
三

こ
れ
を
通
覧
す
る
と
、
㋺
の
よ
う
な
和
歌
関
係
の
懐
紙
・
短
冊
な
ど
が

過
半
の
約
八
十
点
に
の
ぼ
り
、
㋷
㋦
の
御
消
息
も
和
歌
に
関
す
る
も
の
が

多
い
。
ま
た
㋩
㋥
㋭
㋬
な
ど
に
よ
り
、「
入
木
道
」（
書
道
）・
連
歌
・
香

道
・
絵
画
・
仏
典
な
ど
へ
の
深
い
造
詣
が
知
ら
れ
る
。

さ
ら
に
㋑
及
び
㋣
㋠
㋷
㋦
㋸
㋾
㋻
は
、
天
皇
（
上
皇
）
の
見
識
・
信
条

な
ど
を
窺
い
う
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
『
宸
翰
英
華
』
に
未
収
の
御
消
息
が
、
最
近
京
都
の
古

書
店
に
出
た
の
で
購
入
し
た
。
そ
の
目
録
に
は
「
後
水
尾
天
皇
宸
翰
御
消

息　

一
軸
／
（
元
和
五
年
）
十
月
十
八
日
付　

右
大
臣
（
近
衛
信
尋
）
宛

／
大
正
十
五
年　

今
泉
雄
作
鑑
定
書
付
／
本
紙
、
竪
31
・
７
糎　

横
48
糎

／
総
丈
110
糎　

横
56
・
２
糎
。
軸
装　

箱
入
」
と
記
さ
れ
て
い
る）

4
（

。

よ
っ
て
本
稿
で
は
、
こ
の
新
出
の
御
消
息
（
新
）
を
写
真
で
揚
げ
て
釈

文
を
示
し
、
若
干
の
解
説
を
加
え
て
か
ら
、
他
の
関
連
す
る
宸
筆
な
ど
を

紹
介
し
て
、
後
水
尾
天
皇
の
叡
慮
を
可
能
な
限
り
解
明
し
た
い
。

三　

近
衛
信
尋
あ
て
の
後
水
尾
天
皇
御
消
息

こ
の
御
消
息
（
新
）
は
、
大
部
分
が
『
大
日
本
史
料
』
元
和
五
年
十
月

十
八
日
条）

5
（

に
引
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
出
典
は
「﹇
京
都
御
所
東

山
御
文
庫
記
録
﹈
乙
一
／
宸
翰
掛
引
継
第
一
号
之
内
…
…
」（
勅
一
〇
一

│
ニ
│
一
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
御
文
庫
の
御
物
を
明
治
時
代
に
史
料
編
纂

掛
が
忠
実
に
謄
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
（
新
）
を
対
比
す
る
と
若

干
異
同
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
（
新
）
の
写
真
と
釈
文
を
並
べ
、『
大
日

本
史
料
』（
影
写
本
）
と
の
校
異
を
右
脇
に
注
記
す
る
（
行
に
数
字
を
冠
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し
、
句
読
点
・
濁
点
等
を
加
え
、（
新
）
に
な
い
文
字
を
太
字
に
し
た
）。

13　

た
え
候
て
、
禁
中
す

14　

た
れ
候
儀
、
且
ハ
武

15　

家
之
為
ニ
も
候
ヘ
バ

16　

此
上
者
我
等
兄
弟
何

17　

れ
ニ
て
も
即
位
さ
せ
ら
れ

18　

候
て
、
王
法
た
ゞ
し
く

19　

候
ハ
ん
事
可
然
候
欤
。

20　

我
等
即
位
之
刻
者

21　

家
康
公
以
馳
走
、
は
や

22　

〳
〵
八
年
在
位
之

23　

事
候
ヘ
バ
本
望
之
由
候
。

24　

関
白
病
者
に
も
候
ヘ
バ
、

25　

旁
々
以
山
居
之
志
候
間

26　

此
等
之
趣
委
細
訪
申
（
ナ
シ
）

27　

含
候
て
、
譲
位
候
事

28　

為
若
（
ア
レ
）両

人
可
然
様（

ニ
）将

軍
へ

29　

申
入
候
様
ニ
頼
入
候
通

30　

可
有
伝
舌
候
也
。

31　

元
和
五
年

0

0

0

0

／
十
月
十
八
日

32　
　
　

右
大
臣
ど
の
へ

　
（
33
）
尚
々
万
端
将
軍

　
（
34
）
馳
走
之
段
、
祝
著
千

　
（
35
）
萬（
ニ
）候

ヘ
バ
対
将
軍

１　

今
日
其
許
へ
板
倉

　

 （
36
）
少
も
所
在
無
之
候
へ
ど
も

２　

伊
賀
守
・
藤
堂
和
泉
守

　

 （
37
）
我
等
器
量
用
な
く
候
ヘ
バ

３　

参
被
申
候
由（
内
々
）承

候
。

（
然
者
）

略

　
（
38
）
と
か
く
逼
塞
申
度

４　

如
御
物
語
申
、
今
度
公
家

　
（
39
）
候
間
、
将
軍
機

５　

衆
法
度
被
申
付
候
義
、

　
（
40
）
嫌
能
様
ニ
憑
頼
入
候
通

６　

尤
至
極
候
、
併
か
様
々

　
（
41
）
申
被
申
伝
候
ベ
く
候
。

７　

義
出
来
候
事
も
我
等

８　

不
器
用
故
ニ
候
条
、
必

９　

定
、
将
軍
も
み
か
ぎ

10　

ら
れ
候
ハ
ん
と
恥
入
候
。

11　

何
か
と
役
者
共
遅
々

12　

候
ヘ
者
、
ふ
る
き
道
も

後水尾天皇宸翰消息　一幅（本紙 31.7 × 47cm）　筆者所蔵
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（
出
家
）
し
た
い
志
が
あ
る
（
20
〜
25
）。

ⓔ 

こ
れ
ら
の
趣
を
詳
し
く
申
し
含
め
て
、
譲
位
し
た
い
意
向
を
両
人
（
板

倉
と
藤
堂
）
か
ら
然
る
べ
き
よ
う
に
、
将
軍
（
秀
忠
）
へ
申
し
入
れ
る

よ
う
、
頼
み
入
れ
る
通
り
に
伝
達
し
て
ほ
し
い
（
26
〜
30
）。

ⓕ 

「
元
和
五
年
」（
一
六
一
九
）
十
月
十
八
日

　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

右
大
臣
（
近
衛
信
尋
）
殿
へ
（
31
〜
32
）

ⓖ 

尚
々
万
事
に
つ
き
将
軍
の
馳
走
（
助
力
）
を
え
ら
れ
る
こ
と
は
祝
着

（
満
足
）
こ
の
上
な
い
と
思
う
。
将
軍
に
対
し
少
し
も
異
存
は
な
い

（
33
〜
36
）。

ⓗ 

け
れ
ど
も
自
分
に
器
量
（
才
能
）
が
な
い
の
で
、
と
も
か
く
逼
塞
（
引

退
）
し
た
い
と
思
う
か
ら
、
将
軍
の
機
嫌
（
諒
解
）
が
よ
く
え
ら
れ
る

よ
う
、
頼
み
入
れ
て
い
る
通
り
に
申
し
伝
え
て
ほ
し
い
（
37
〜
41
）。

※ 

（
新
）
の
解
読
と
解
釈
に
つ
い
て
、
近
世
史
研
究
者
の
吉
野
健
一
氏
か

ら
御
示
教
を
え
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
。

四　

後
水
尾
天
皇
に
よ
る
譲
位
の
発
意
と
決
行

こ
の
御
消
息
に
よ
り
伝
え
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
譲
位
」
の
意

向
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
い
つ
こ
ろ
か
ら
考
え
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
い
き

さ
つ
を
経
て
実
施
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
件
は
既
に
研
究
し
尽
く
さ

れ
て
い
る
の
で
、
御
消
息
と
の
関
連
に
留
意
し
な
が
ら
、
そ
の
要
点
を
略

述
し
よ
う
。

ま
ず
譲
位
を
発
意
さ
れ
た
原
因
・
理
由
に
関
し
て
は
、
御
消
息
（
新
）

こ
の
御
消
息
の
31
行
目
の
月
日
右
上
に
記
さ
れ
る
「
元
和
五
年
」
は
、

異
筆
と
み
ら
れ
る
が
、
内
容
的
に
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
十
月
十
八
日

付
の
書
翰
と
考
え
て
よ
い
。
そ
の
大
意
を
原
文
に
即
し
て
、
丸
括
弧
内
に

補
注
を
加
え
な
が
ら
示
せ
ば
、
左
の
通
り
で
あ
る
。

ⓐ 

今
日
（
十
月
十
八
日
）、
そ
こ
も
と
（
右
大
臣
近
衛
信
尋
）
へ
伊
賀
守

（
板
倉
勝
重
）
と
藤
堂
和
泉
守
（
高
虎
）
が
参
上
（
面
会
）
し
た
由
を
、

内
々
に
聞
き
及
ん
だ
（
１
〜
３
）。

ⓑ 

御
物
語
り
申
す
如
く
（
ご
存
知
の
通
り
）、
今
度
（
近
ご
ろ
）「
公
家
衆

法
度
」
を
申
し
付
け
ら
れ
た
（
遵
守
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
）
の
は
、

尤
も
至
極
だ
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
（
４
〜
６
）。

　

 

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
我
ら
不
器
用
ゆ
え
（
法
度
に
背
く

よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
で
）、
必
ず
や
将
軍
（
徳
川
秀
忠
）
か
ら
見
限

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
恥
じ
入
っ
て
い
る
（
７
〜
10
）。

ⓒ 

い
ろ
い
ろ
役
者
（
担
当
者
）
た
ち
が
劣
っ
て
い
る
た
め
に
、
禁
中
（
宮

廷
）
で
ふ
る
き
道
（
古
来
の
在
り
方
）
が
絶
え
て
し
ま
い
、
武
家
の
為

に
も
な
ら
な
い
（
11
〜
15
）。

　

 

こ
の
上
は
、
自
分
の
兄
弟
の
う
ち
誰
で
も
よ
い
か
ら
（
自
分
に
代
り
）

即
位
さ
せ
て
、
王
法
（
皇
位
の
在
り
方
）
が
正
し
く
な
る
よ
う
に
す
べ

き
で
は
な
い
か
（
16
〜
19
）。

ⓓ 

自
分
が
即
位
し
た
時
に
は
、
徳
川
家
康
公
の
馳
走
（
助
力
）
を
え
て

（
以
来
）
は
や
八
年
の
在
位
と
な
る
の
で
、
本
望
に
思
わ
れ
る
。
関
白

（
二
条
昭
実
）
が
病
気
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
も
あ
り
、
旁
々
山
居
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よ
り
一
ヶ
月
余
り
前
の
元
和
五
年
「
九
月
五
日
」「
右
大
臣
ど
の
へ
」
宛

て
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
御
消
息
が
、
藤
堂
高
虎
の
事
績
を
忠
実
に
纏
め
た

『
宗
国
史）

6
（

』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

今
度
は
藤
堂
和
泉
守
、
種
々
懇
切
之
義
ド
モ
、
難
謝
次
第
ニ
候
、
然

者
、
入
内
先
々
当
年
は
の
べ
ら
れ
候
様
に
粗
承
候
。
さ
だ
め
て
我
等

不
行
跡
、
秀
忠
公
心
に
あ
ひ
候
は
ぬ
故
と
す
い
り
や
う
申
候
。

さ
や
う
に
候
ヘ
バ
、
入
内
遅
々
候
事
、
公
家
武
家
共
以
ニ

面
目
一

不
レ

可
レ

然
事
候
条
、
我
等
に
弟
あ
ま
た
有
レ

之
事
候
ヘ
バ
、
何
に
て
も
即

位
さ
せ
ら
れ
、
我
等
は
落
髪
を
も
し
て
逼
塞
申
候
ヘ
バ
、
相
済
事
候

間
、
必
定
入
内
、
当
年
ハ
於
レ

被
二

延
引
一

者
、
右
之
通
相
調
候
様
に
、

藤
堂
和
泉
守
肝
煎
候
は
ゞ
、
生
々
世
々
わ
す
る
ま
じ
き
由
、
申
つ
た

へ
ら
れ
候
は
ゞ
、
挊ろ
う

悦
不
レ

可
レ

浅
候
也
。

こ
の
趣
旨
は
、
御
消
息
（
新
）
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
入
内
問
題

と
は
、
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
十
月
、
大
御
所
の
徳
川
家
康
（
六
十

八
歳
）
が
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
（
二
十
九
歳
）
と
正
室
の
江
（
お
江
与
）

と
の
間
に
和ま
さ
こ子

が
誕
生
す
る
と
、
そ
の
和
子
を
内
裏
（
天
皇
）
に
入
れ
た

い
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

そ
れ
か
ら
四
年
後
（
一
六
一
一
）、
後
水
尾
天
皇
の
即
位
後
ま
も
な
く

京
都
の
摂
関
家
に
働
き
か
け
、
同
十
九
年
（
一
六
一
四
）
三
月
に
は
、
和

子
入
内
の
勅
旨
を
え
て
内
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
日
程
は
、
未
定
の
ま
ま
で
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）

二
月
に
家
康
（
七
十
二
歳
）
が
薨
去
し
、
翌
三
年
八
月
に
後
陽
成
上
皇

（
四
十
七
歳
）
が
崩
御
さ
れ
て
、
還
延
を
重
ね
て
い
た
。

し
か
も
、
翌
四
年
に
は
、
天
皇
（
二
十
三
歳
）
と
典
侍
四
辻
与よ

津つ

子
と

の
間
に
、
第
一
皇
子
の
賀
茂
宮
が
生
ま
れ
、
続
い
て
翌
五
年
六
月
、
皇
女

梅
宮
（
文
智
女
皇
）
も
生
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
前
後
し
て
公
家
と
宮
廷

女
官
ら
と
の
密
通
事
件
が
起
き
て
い
た
。

そ
こ
で
、
不
信
感
を
抱
い
た
将
軍
秀
忠
は
、
五
月
か
ら
上
洛
し
て
い
な

が
ら
二
ヶ
月
近
く
参
内
せ
ず
、
入
内
を
延
期
す
る
。
そ
れ
と
共
に
、
朝
廷

と
の
交
渉
を
京
都
所
司
代
の
板
倉
勝
重
だ
け
で
な
く
、
家
康
以
来
信
頼
す

る
藤
堂
高
虎
（
伊
勢
国
津
藩
主
・
和
泉
守
）
に
委
任
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
伝
え
聞
か
れ
た
後
水
尾
天
皇
は
、
九
月
五
日
、
前
掲
の
御
消
息

を
皇
弟
の
近
衛
信
尋
に
送
り
、
こ
れ
以
上
入
内
が
遅
れ
る
こ
と
は
、
公
家

武
家
共
に
面
目
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
み
て
、
自
分
に
は
「
弟
あ
ま
た
」

い
る
の
で
、「
何
に
て
も
即
位
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
は
「
落
髪

（
出
家
）
を
も
し
て
逼
塞
（
引
退
）
申
候
へ
ば
、
相
済
」
む
こ
と
だ
、
と

い
っ
て
譲
位
の
意
向
を
（
お
そ
ら
く
初
め
て
）
示
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に

「
取
り
は
か
ら
う
「
肝
煎
」（
周
旋
）
を
、
信
尋
か
ら
高
虎
に
伝
え
る
よ
う

に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
秀
忠
と
し
て
は
、
後
水
尾
天
皇
が
譲
位
さ
れ
た
な
ら

ば
和
子
の
入
内
自
体
無
用
に
な
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
か
ら
、
延
期
を

し
て
も
解
消
す
る
考
え
は
あ
り
え
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
在
任
八
年
目
の
天
皇
（
二
十
四
歳
）
は
、
譲
位
し
て

も
上
皇
の
立
場
で
在
位
中
よ
り
自
由
な
言
動
が
可
能
に
な
る
、
と
考
え
ら
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れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
わ
れ
る
。
し
か
も
、
同
じ
九
月
の
十
六
日
、
幕

府
か
ら
女
官
の
密
通
に
関
与
し
た
と
み
な
さ
れ
た
六
人
の
公
家
衆
が
厳
し

い
処
罰
を
受
け
た
こ
と
で
、
天
皇
は
衝
撃
を
受
け
ら
れ
、
譲
位
の
意
向
を

強
固
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
十
月
十
八
日
、
あ
ら
た
め
て
御
消
息
（
新
）
を
信
尋
に

送
り
、
高
虎
と
所
司
代
か
ら
秀
忠
に
対
し
て
譲
位
の
意
向
を
伝
え
し
め
ら

れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
（
新
）
に
「
今
度
公
家
衆
法
度
、
申
し
付
け
ら
れ
候
義
、
尤
も
至

極
に
候
。
併
か
様
之
義
出
来
候
事
も
、
我
等
不
器
用
故
ニ
候
」
と
書
か
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
法
度
の
違
反
も
自
身
の
不
作
法
も
認
め
な
が

ら
、
幕
府
の
処
罰
に
強
く
抗
議
さ
れ
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
。

そ
れ
を
承
っ
た
高
虎
は
、
江
戸
に
お
い
て
秀
忠
と
話
し
合
い
、
翌
六
年

（
一
六
二
〇
）
二
月
、
再
び
上
洛
し
て
信
尋
と
会
い
、
一
方
、
内
裏
で
も

天
皇
と
公
家
衆
と
の
話
し
合
い
を
重
ね
ら
れ
た
。

そ
の
結
果
、
天
皇
は
譲
位
の
意
向
を
撤
回
さ
れ
て
、
六
月
十
八
日
に
和

子
の
盛
大
な
入
内
の
儀
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
ま
も
な
く
流
刑
の
公
家

衆
も
赦
免
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
三
年
後
の
元
和
九
年
（
一
六
二
四
）
十
一
月
、
天
皇
（
二
十

九
歳
）
と
女
御
和
子
（
十
八
歳
）
と
の
間
に
「
女
一
宮
」
興
子
内
親
王
が

誕
生
し
て
い
る
。

つ
い
で
翌
年
の
寛
永
元
年
十
一
月
、
和
子
が
中
宮
に
冊
立
さ
れ
、
同
三

年
（
一
六
二
六
）
十
一
月
、
天
皇
（
三
十
一
歳
）
と
中
宮
（
二
十
一
歳
）

と
の
間
に
皇
子
が
誕
生
す
る
と
、
直
ち
に
親
王
宣
下
を
受
け
て
高
仁
親
王

と
称
さ
れ
た
。
江
戸
で
は
、
外
祖
父
の
秀
忠
（
四
十
八
歳
）
も
三
代
将
軍

の
家
光
（
二
十
三
歳
）
も
、「
神
君
」
家
康
の
宿
願
成
就
に
近
付
い
た
こ

と
を
大
喜
び
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
こ
で
、
は
や
く
も
翌
四
年
の
四
月
、
天
皇
（
三
十
二
歳
）
は
、
高
仁

親
王
（
半
歳
）
が
四
歳
と
な
れ
ば
譲
位
し
た
い
、
と
の
意
向
を
幕
府
に
伝

え
ら
れ
、
幕
府
も
直
ち
に
応
諾
し
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
翌
五
年
六
月
に
高
仁
親
王
（
一
歳
半
）
が
病
没
し
て
し
ま

い
、
譲
位
の
予
定
（
思
惑
）
は
保
留
（
延
期
）
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
天

皇
自
身
は
、
前
年
七
月
、
幕
府
の
定
め
た
「
諸
宗
寺
院
法
度
」
に
反
発
さ

れ
た
。
し
か
も
、
紫
衣
の
勅
許
を
法
度
違
反
と
み
な
す
幕
府
の
処
分
を
不

服
と
す
る
沢
庵
ら
が
、
京
都
所
司
代
に
抗
弁
書
を
提
出
し
て
い
る
。

そ
こ
で
天
皇
は
、
高
仁
親
王
の
薨
去
後
ま
も
な
く
、
中
宮
和
子
を
介
し

て
、
江
戸
の
秀
忠
と
家
光
あ
て
に
、
皇
子
で
な
く
て
も
「
姫
宮
」（
興
子

内
親
王
）
が
数
え
六
歳
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
佳
例
の
十
月
に
譲
位

し
た
い
、
と
の
意
向
を
伝
え
ら
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
秀
忠
も
家
光
も
慰
留
し
た
こ
と
が
、
秀
忠
の

事
績
を
纏
め
た
『
東
武
実
録）

7
（

』
に
引
く
次
の
よ
う
な
仮
名
の
「
御
書
」
に

よ
り
知
ら
れ
る
。

寛
永
五
﹇
戊
辰
﹈
年
（
一
六
二
八
）
八
月
二
日

姫
宮
エ

譲
位
ノ
事
、
勅
令
ア
ル
ニ
依
テ
、
公
（
秀
忠
）
御
辞
退
（
譲

位
反
対
）
ノ
御
書
ヲ
進
ゼ
ラ
ル
。（
中
略
）
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ひ
め
宮
の
御
か
た
へ
御
く
ら
ゐ
を
ゆ
づ
り
ま
い
ら
せ
ら
れ
た
き
と
の

お
ぼ
し
め
し
候
よ
し
。
む
か
し
も
め
で
た
き
た
め
し
お
ほ
く
候
ま

ゝ
、
十
月
に
御
く
ら
ゐ
に
つ
け
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
は
ん
と
の
御
内
せ

う
と
う
け
た
ま
は
り
候
。
い
ま
だ
お
そ
か
ら
ぬ
御
事
（
時
期
尚
早
）

と
ぞ
ん
じ
候
（
下
略
）

※ 　

三
日
の
「
将
軍
家
（
家
光
）
ヨ
リ
ノ
御
書
」
も
同
趣
で
あ
る
か

ら
省
略
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
返
書
が
京
都
に
届
い
て
間
も
な
い
九
月
二
十
六
日
、

中
宮
和
子
に
第
二
皇
子
が
生
ま
れ
た
も
の
の
、
十
日
後
（
十
月
六
日
）
亡

く
な
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
か
ら
半
年
後
の
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
四

月
に
は
、
天
皇
（
三
十
四
歳
）
の
実
父
後
陽
成
天
皇
の
命
取
り
と
も
な
っ

た
腫
物
に
よ
り
、
叔
父
智
仁
親
王
（
八
条
宮
＝
桂
宮
初
代
五
十
一
歳
）
が

亡
く
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
天
皇
自
身
も
腫
物
を
患
わ
れ
る
に
及
び
、
在
任
中
は
不
可
能
と

さ
れ
て
い
た
「
灸
治
」
を
す
る
た
め
、
早
急
に
譲
位
し
て
、
次
に
皇
子
が

誕
生
す
る
ま
で
の
間
、「
女
一
宮
」（
興
子
内
親
王
）
を
「
女
帝
」
と
し
て

立
て
る
意
向
を
示
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
大
納
言
日
野
資
勝
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
寛
永
六
年
の
五
月

七
日
「
女
院
御
所
御
使
」
に
よ
り
「
主
上
切
々
腫
物
」
が
出
来
た
の
で
、

「
御
灸
治
ヲ
モ
被
レ

遊
候
へ
ド
モ
、
御
即
位
ニ
テ
如
何
候
間
、
御
譲
位
も
有

度
由
被
レ

仰
」
た
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
具
体
的
に
「
女
一
宮
（
興
子
内
親

王
）
ヲ
、
東
宮
（
皇
子
）
ノ
御
誕
生
マ
デ
御
即
位
も
有
度
と
の
義
」
を
武

家
伝
奏
か
ら
幕
府
に
伝
え
し
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
に
秀
忠
は
同
意
し
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
同
六
年
十
月

十
日
、
家
光
の
乳
母
ふ
く
が
、
武
家
伝
奏
三
条
西
実
条
の
義
妹
と
い
う
名

目
で
「
春
日
局
」
と
称
し
て
、
参
内
拝
謁
を
強
行
し
た
。
す
る
と
、
そ
れ

に
よ
っ
て
、
一
層
譲
位
の
意
志
を
固
め
ら
れ
た
天
皇
は
、
十
月
末
、
女
一

宮
に
内
親
王
宣
下
を
行
わ
れ
、
十
一
月
八
日
、
京
都
所
司
代
に
も
内
密

で
、
興
子
内
親
王
へ
の
譲
位
を
決
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

五　

皇
弟
近
衛
信
尋
と
の
親
交
を
示
す
御
消
息

叙
上
の
ご
と
く
、
後
水
尾
天
皇
は
即
位
数
年
後
か
ら
譲
位
を
発
意
し
て

お
ら
れ
た
が
、
そ
れ
を
決
行
さ
れ
た
の
は
十
余
年
経
っ
た
後
の
寛
永
六
年

（
一
六
二
九
）
で
あ
る
。
そ
の
間
に
相
談
を
受
け
幕
府
な
ど
と
の
仲
介
を

頼
ま
れ
た
の
が
、
御
消
息
（
新
）
宛
先
の
近
衛
信
尋
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
信
尋
は
、
前
述
の
ご
と
く
天
皇
よ
り
四
歳
下
の
同
母
弟
で
あ
る
。

彼
を
養
子
に
迎
え
た
近
衛
伊
尹
が
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
五
十
歳
で

他
界
し
て
い
た
か
ら
、
天
皇
は
皇
弟
の
信
尋
と
気
易
く
交
流
で
き
た
の
で

あ
ろ
う
。
両
者
の
親
密
な
交
流
を
示
す
史
料
は
数
多
く
伝
存
し
て
お
り
、

『
宸
翰
英
華
』
だ
け
で
も
、
数
十
点
に
の
ぼ
る
。

そ
の
う
ち
、
近
衛
家
の
陽
明
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
消
息
類
の
要
点
を
略

述
し
よ
う
（
Ｋ
＝
解
説
篇
、
い
ず
れ
も
年
次
は
推
考
注
記
）。

① 

Ｋ
七
〇
九
「
右
大
臣
殿
」
宛
、「
正
月
十
一
日
」
付
。
内
容
的
に
御
消

息
（
新
）
の
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
に
近
い
こ
ろ
か
。「
女
御
（
生
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母
中
和
門
院
）
よ
り
今
日
江
戸
を
立
候
て
上
洛
之
由
、
仰
被
レ

下
候
。

又
飛
脚
参
候
哉
、（
信
尋
に
）
書
状
候
ば
見
申
度
候
」
と
あ
り
、
徳
川

和
子
の
入
内
に
関
す
る
、
近
衛
家
と
藤
堂
高
虎
と
の
交
渉
に
つ
い
て
様

子
を
尋
ね
て
お
ら
れ
る
。

② 

Ｋ
七
〇
八
「
関
白
ど
の
」
宛
、「
雁
来
（
八
月
）
四
日
」
付
。
内
容
的

に
女
院
（
中
和
門
院
）
が
病
没
す
る
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
七
月
の

前
年
こ
ろ
か
。「
女
院
御
様
態
如
何
候
哉
。
承
度
候
。
…
…
具
ニ

御
報
ニ

待
存
候
」
と
尋
ね
て
お
ら
れ
る
。

③ 

Ｋ
七
二
二　
「
右
大
臣
ど
の
」
宛
、「
菊
月
（
九
月
）
十
又
九
」
付
。

「
此
カ（
掛
）ケ

物
、
家
家
の
よ
し
申
候
て
、
当
所
よ
り
み
せ
申
候
間
、
了
佐

に
真
偽
御
た
づ
ね
候
て
給
べ
く
候
」
と
頼
ん
で
お
ら
れ
る
。

④ 

Ｋ
七
二
三　
「
陽
明
」
宛
、「
二
十
二
日
」
付
。「
先
度
漢
書
な
ど　

御

み
せ
候
五
車
編（
韻
）瑞

（
明
の
類
書
）
と
外
題
候
つ
る
本
は
…
…
我
等
持
申

さ
ず
候
、
今
一
度
御
覧
候
は
ん
か
」
と
求
め
て
お
ら
れ
る
。

⑤ 

Ｋ
七
二
八　
「
関
白
ど
の
」
宛
、
年
月
不
明
の
「
五（

月
）

十
七（

日
）

」
付
。

「
金
林（
森
）宗

和
と
や
ら
ん
内
者
、
古
事
あ
ら
め
候
者
の
手
鏡
、
其
外
に
も

短
冊
も
所
持
申
候
分
、
み（
見
）度

候
。
御
取
寄
候
て
み
せ
ら
れ
候
べ
く
候
」

と
頼
ん
で
お
ら
れ
る
。

⑥ 

Ｋ
七
二
四　
「
品
ど
の
」
宛
、
年
月
日
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
品
ど

の
」
は
第
十
五
皇
女
（
生
母
園
国
子
）
で
、
寛
永
四
年
（
一
六
六
四
）

近
衛
基
熙
に
降
嫁
し
た
常
子
内
親
王
で
あ
る
か
ら
、
同
年
以
降
。

　

 　
「
さ
き
程
、
香
具
ど
も
ま
い
ら
せ
候
…
…
そ
う
し
て
香
具
の
に
ほ
ひ

に
よ
り
此
心
も
ち
ゐ
か
ん
よ
う
／
事
に
て
候
。
そ
の
御
心
得
候
べ
く

候
」
と
教
え
て
お
ら
れ
る
。

⑦ 

Ｋ
七
二
五　

年
月
日
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
内
容
的
に
正
保
三
年

（
一
六
四
六
）
四
月
こ
ろ
と
み
ら
れ
る
。「
の
ぶ
尋
」
か
ら
「
御
腫
物
」

の
見
舞
を
差
し
上
げ
た
書
状
に
対
し
て
、「
さ
し
た
る
事
候
は
ず
候
間
、

御
心
や
す
か
る
べ
く
候
」
と
答
え
て
お
ら
れ
る
。

⑧ 

Ｋ
七
二
六　

信
尋
が
嫡
男
の
「
尚
嗣
詠
草
」
に
御
添
削
を
奏
請
し
た
書

状
に
対
し
て
、「
い
づ
れ
も
尤
候
欤
」
と
答
え
て
お
ら
れ
る
。

⑨ 

Ｋ
七
二
七　
「
の
ぶ
尋
」
か
ら
「
萬
葉
十
三
巻
」
冒
頭
歌
の
「
汗ア

瑞メ

」

を
「
汗
湍
」
と
す
る
本
も
あ
り
「
い
ず
れ
正
字
に
候
哉
」
と
尋
ね
て
き

た
書
状
に
対
し
て
、「
不
レ

知
二

子
細
一

候
」
と
率
直
に
答
え
て
お
ら
れ

る
。

　

 　

ち
な
み
に
、
Ｋ
六
七
八
は
「
万
葉
（
集
）」
か
ら
「
つ
か
さ
（
司
）」

と
い
う
詞
の
見
え
る
歌
を
自
ら
抜
き
出
さ
れ
た
「
御
抄
物
」
で
あ
り
、

古
典
の
研
鑽
に
努
め
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑩ 

Ｋ
七
二
八　

近
衛
家
と
親
し
い
島
津
氏
が
「
そ
て
つ
（
蘇
鉄
）
大
す
み

（
隅
）
国
よ
り
参
候
ば　

進
上
候
よ
し
」
を
信
尋
が
奏
上
し
た
書
状
に

対
し
て
、「
本
望
至
極
之
由
憑
存
候
」
と
答
え
て
お
ら
れ
る
。

⑪ 
Ｋ
七
二
九　

信
尋
か
ら
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
閏
七
月
、
初
め

て
上
洛
し
た
将
軍
秀
忠
に
扈
従
し
て
き
た
「
名
香
」
を
嗜
む
伊
達
政
宗

が
、
近
衛
邸
を
訪
ね
て
、「
遠
里
と
い
ふ
き
や
ら
（
伽
羅
）
を
…
…
見

申
た
き
よ
し
申
」
し
た
こ
と
、
及
び
近
ご
ろ
「
二
条
（
左
大
臣
康
道
）
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よ
り
さ
い
〳
〵
御
ざ
候
。
又
摂
政
殿
（
一
条
兼
遐
）
も
さ
い
〳
〵
参
ら

れ
…
…
御
た
め
よ
ろ
し
き
事
に
候
哉
…
…
目
出
た
く
ぞ
ん
じ
候
」
と
報

じ
て
き
た
書
状
に
対
し
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
「
あ
り
の
ま
ゝ
ま
い
ら

せ
候
」
と
答
え
ら
れ
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
瓢
箪
か
ら
駒
も
い
で
候
は

ぬ
事
に
候
」
と
冷
静
に
受
け
と
め
て
お
ら
れ
る
。

　

 　

ち
な
み
に
、
そ
の
日
、
信
尋
の
予
測
ど
お
り
に
、
幕
府
か
ら
仙
洞

（
上
皇
）
御
館
を
従
来
の
三
千
石
に
加
え
て
七
千
石
増
進
（
合
計
一
万

石
）
と
す
る
こ
と
が
奏
上
さ
れ
て
い
る
。

⑫ 

⑬
Ｋ
七
三
〇
・
七
三
一　

信
尋
か
ら
「
一
条
（
禅
僧
一
糸
文
守
）
被
レ

参
候
て
、
事
外
折
檻
（
叱
咤
）」
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
申
し
上
げ
た
書

状
に
対
し
て
、「
明
日
（
文
守
参
院
し
）、
碧
厳
（
録
）
よ
ま
せ
候
。
若も
し

く
は
（
信
尋
も
）
聴
聞
候
ま
じ
き
哉
」
と
知
ら
せ
ら
れ
た
。

　

 　

ま
た
信
尋
が
院
御
所
で
の
「
御
講
釈
」
に
参
上
す
る
心
得
を
尋
ね
た

書
状
の
行
間
に
書
き
入
れ
る
形
で
、「
〆
待
存
候
」「
処
（
講
釈
の
仏
典

の
箇
処
）
は
面
白
キ
一
絲
次
第
と
申
候
キ
」
と
答
え
て
お
ら
れ
る
。

⑭ 

⑮
Ｋ
七
三
二
・
七
三
三　

信
尋
が
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
四
月
、
大

徳
寺
の
天
祐
紹
杲
に
聞
い
た
と
お
り
、
沢
庵
宗
彭
が
江
戸
よ
り
堺
に
寄

っ
て
か
ら
入
洛
す
る
予
定
を
申
し
上
げ
た
書
状
に
対
し
て
、「
何
も
本

望
候
事
候
」「
珍
重
候
」
と
歓
迎
の
意
向
を
伝
え
て
お
ら
れ
る
。

⑯ 

Ｋ
七
三
四　

信
尋
か
ら
「
東
海
寺
沢
庵
、
当
月
（
正
保
二
年
十
二
月
）

十
一
日
遷
化
（
入
寂
）
之
由
」
な
ど
を
知
ら
せ
て
き
た
書
状
に
対
し

て
、「
驚
存
候
、
扨
々
残
多
事
候
」
な
ど
と
答
え
て
お
ら
れ
る
。

六　
『
宸
翰
英
華
』
所
収
の
「
御
教
訓
書
」
三
通

後
水
尾
天
皇
の
譲
位
後
、
皇
位
を
承
け
継
が
れ
た
の
は
、
皇
女
（
嫡

子
）
の
明
正
女
帝
（
在
位
寛
永
六
年
か
ら
十
四
年
間
）
と
三
皇
子
（
庶

子
）
で
あ
る
。
天
皇
の
実
子
が
四
方
も
相
継
い
で
登
極
さ
れ
た
例
は
、
皇

統
史
上
き
わ
め
て
珍
し
い
。

そ
の
う
ち
第
一
一
〇
代
の
後
光
明
天
皇
は
、
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）

四
月
、
父
帝
（
三
十
八
歳
）
と
女
官
園
光
子
（
三
十
二
歳
）
と
の
間
に
生

ま
れ
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
十
月
、
異
母
姉
帝
（
二
十
一
歳
）
の

譲
位
に
よ
り
、
十
一
歳
で
践
祚
し
、
十
一
年
間
在
位
さ
れ
た
。

つ
い
で
第
一
一
一
代
の
後
西
天
皇
は
、
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
八
）
十

一
月
、
父
上
皇
（
四
十
二
歳
）
と
女
官
（
内
侍
）
櫛
笥
隆
子
（
三
十
五

歳
）
と
の
間
に
生
ま
れ
、
い
っ
た
ん
高
松
宮
第
二
代
を
継
い
で
い
た
が
、

承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
九
月
に
異
母
兄
（
二
十
二
歳
）
の
病
没
に
よ

り
、
後
、
十
八
歳
で
践
祚
さ
れ
た
。

さ
ら
に
第
一
一
二
代
の
霊
元
天
皇
は
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
五

月
、
父
上
皇
（
五
十
九
歳
）
と
女
官
（
内
侍
）
園
国
子
（
三
十
一
歳
）
と

の
間
に
生
ま
れ
、
寛
永
三
年
（
一
六
六
三
）
一
月
、
父
君
の
意
向
に
よ

り
、
中
継
ぎ
の
異
母
兄
（
二
十
八
歳
）
に
代
っ
て
満
八
歳
八
ヶ
月
に
な
る

と
直
ち
に
践
祚
せ
し
め
ら
れ
、
二
十
二
年
間
在
位
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
父
君
の
後
水
尾
上
皇
は
、
四
代
に
亘
っ
て
霊
元
天
皇
の

初
め
ま
で
四
十
年
間
（
三
十
四
〜
七
十
四
歳
）、
直
接
間
接
に
多
様
な
後
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見
役
を
果
た
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
若
い
後
継
の
天
皇
に
対
し
て
具
体
的
な

訓
戒
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
が
宸
筆
に
よ
り
伝
存
し
て
お
り
、『
宸

翰
英
華
』
に
「
宸
筆
御
教
訓
書
」
と
し
て
三
点
収
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

原
文
の
要
点
を
抄
出
し
、
そ
れ
に
少
し
解
説
を
加
え
よ
う
。

※ 

（
甲
）（
乙
）（
丙
）
三
点
と
も
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
に
所
蔵
。

（
甲
）（
乙
）
は
一
つ
書
き
ご
と
に
、
ま
た
（
丙
）
は
適
宜
改
行
し

て
、
通
し
番
号
を
冠
し
た
。

　
（
甲
）
Ｋ
五
九
一

一①  

帝
位
に
そ
な
は
ら
れ
候
と
覚
召
候
御
心
…
…
お
は
し
ま
し
候
は
で
、

御
憍お
ご
りと

成
候
て
、
人
の
申
候
事
、
御
承
引
な
く
成
行
事
に
て
候
ま
ゝ
、

よ
く
〳
〵
御
心
に
か
け
ら
れ
候
て
、
つ
ゝ
し
ま
れ
候
は
ん
事
、
肝
要
に

候
。
…
…
今
は
仰
出
し
候
事
、
さ
ら
に
そ
の
か
ひ
な
く
候
。

　

 

武
家
は
権
威
ほ
し
き
ま
ゝ
な
る
時
節
の
事
に
候
へ
ば
、
仰
に
し
た
か
ひ

候
は
ぬ
も
、
こ
と
は
り
と
も
申
べ
く
候
か
。
…
…
さ
候
へ
ば
、
御
憍
心

な
ど
今
の
世
に
別
し
て
不
相
応
の
御
事
に
候
ま
ゝ
、
ふ
か
く
御
つ
ゝ
し

み
あ
る
べ
き
事
に
候
。

一②  

御
短
気
又
深
く
つ（

慎
）ゝ

し
ま
る
べ
き
事
也
。
右①

に
申
候
御
憍
心
候
へ
ば
、

御
異
見
が
ま
し
き
事
、
人
の
申
候
時
…
…
御
は（

腹

立

）

ら
た
だ
し
く
成
候
事
。

…
…
た（
誰
）れ

し
も
い（

怒

）

か
り
お
こ
り
候
時
は
、
常
の
覚
悟
の
心
を
取
う（

失
）し

な

ひ
、
申
す
ま
じ
ぎ
こ（
言
）と

葉
を
も
あ
ら
し
候
物
に
て
候
故
、
い
か
り
し
づ

ま
り
候
時
、
後
悔
せ
ざ
る
も
の
は
な
く
候
事
候
。
か
様
の
事
は
御
と（
歳
）し

ま
い
り
候
に
し（

随

）

た
が
ひ
て
覚
召
し（

知
）ら

る
べ
く
候
。

一③  

い
か
に
も
御
柔
耎ぜ

ん

に
あ
り
度
事
候
。
か（

上
）み

の
慈
悲
過
候
へ
ば
、
下
の

怖
候
事
な
く
候
ゆ
へ
、
放
埓
の
も
と
ゐ
と
成
候
者
候
。
…
…

　

 

何
事
も
過
た
る
は
を（

及
）よ

ば
ざ
る
道
理
あ
る
事
に
て
候
へ
ど
も
、
い
か
り

は
深
く
成
や
す
く
、
慈
悲
は
す
ぎ
候
や
う
に
は
成
が
た
く
候
故
、
其
分

別
肝
要
に
候
。

一④  

敬
神
は
第
一
に
あ
そ
ば
し
候
事
候
様
、
努

（
ゆ
め
ゆ
め
）々を（

疎

）

ろ
そ
か
な
る
ま
じ
く

候
。
禁
秘
鈔
発
端
の
御
詞
に
も
「
凡
禁
中
作
法
、
先
神
事
、
後
に
他

事
、
且
暮
敬
神
之
叡
慮
無
二

懈
怠
一

」
と
被
レ

遊
候
欤
。

　

 

仏
法
、
又
用
明
天
皇
信
じ
そ
め
さ
せ
給
候
や
う
に
、
日
本
紀
に
も
見
え

候
へ
ば
、
す
て
を
か
れ
が
た
く
候
。
総
じ
て
上
を
敬
ひ
下
を
憐
み
、
非

道
な
き
志
あ
る
者
に
、
仏
神
を
信
ぜ
ざ
る
者
は
な
き
道
理
に
て
…
…
何

事
も
正
路
を
守
ら
る
べ
き
事
肝
要
に
候
。

一⑤  

御
藝
能
の
事
は
、
禁
秘
鈔
に
委
く
載
ら
れ
て
候
へ
ど
も
、
今
の
世
に

は
、
和
歌
第
一
に
御
心
を
か
け
ら
れ
、
御
稽
古
あ
る
べ
き
に
や
。
先
和

国
の
風
義
と
い
ひ
、
近
代
こ
と
に
も
て
あ
そ
ば
る
ゝ
道
也
。

　

 

御
手
習
又
御
油
断
あ
る
ま
じ
き
事
に
や
。
…
…
漢
才
又
い
か
程
の
御
事

に
て
も
不
二

飽
足
一

候
か
。
琴
笛
な
ど
は
い
づ
れ
に
て
も
御
心
に
あ
ひ
候

筋
を
御
稽
古
あ
る
事
候
。
…
…

一⑥  
天
地
人
の
三
才
は
、
其
も
と
一
致
な
る
が
ゆ
へ
に
、
天
地
に
災
あ
れ

ば
人
に
を（
及
）よ

ぶ
こ
と
は
り
也
。
依
レ

之
天
変
地
妖
出
現
す
る
時
、
諸
道

勘
文
を
た
て
ま
つ
り
て
、
御
つ
ゝ
し
み
あ
る
事
、
常
の
事
也
。

　

 

さ
れ
ど
も
熟

（
つ
ら
つ
ら
）思

に
、
天
地
に
は
私
な
く
、
人
に
は
私
あ
る
事
な
れ
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ば
…
…
人
道
の
変
本
な
れ
ば
、
前
非
を
あ
ら
た
め
、
弥
々
深
く
つ
ゝ
し

ま
る
べ
き
事
に
こ
そ

　
（
乙
）
Ｋ
五
九
二

一⑦  

禁
中
ハ
敬
神
第
一
ノ
御
事
候
ヘ
バ
、
毎
朝
御
拝　

御
私
ノ
御
懈
怠
、

且
以
不
レ

可
レ

有
レ

之
事
。

一⑧  

鳥
羽
院
、
美
福
門
院
御
寵
愛
ノ
餘
ニ
、
近
衛
院
御
即
位
候
事
、
大
乱

ノ
其
コ
ト
成
候
テ
、
帝
位
ノ
御
威
光
、
次
第
ニ
衰
候
事
候
ヘ
バ
、
女
色

ノ
誡
、
如
レ

探
レ

渇
可
レ

被
二

覚
召
一

事　

肝
要
ニ
候
事
。

一⑨  

近
習
之
衆
…
…
悪
事
ヲ
申
進
候
者
ハ
、
…
…
可
レ

被
二

遠
避
一

候
。
是
又

肝
要
ニ
候
事
。

一⑩  

御
行
跡
不
レ

軽
様
ニ
、
御
進
退
被
レ

付
二

御
心
一

可
レ

然
候
事
。

一⑪  

上
格
子
・
下
格
子
、
相
応
之
時
刻
尤
候
。
其
内
、
上
格
子
、
早
過
候

ニ
無
レ

難
、
下
格
子
ハ
不
レ

及
二

深
更
一

事
、
尤
可
レ

然
候
事
。

　
（
丙
）
Ｋ
五
九
三
（
適
宜
改
行
）

・⑫  

性
善
・
性
悪
ノ
沙
汰
ハ
、
内
典
・
外
典
ト
モ
ニ
事
旧
候
事
ニ
候
ヘ
共
、

誰
シ
モ
若
キ
時
ノ
所
レ

好
、
悪
ニ
不
レ

赴
ハ
ナ
キ
コ
ト
ニ
候
。
…
…

　

 

然
レ
バ
御
若
年
ノ
間
ノ
御
慎
、
干（

肝
）要

ノ
御
事
候
欤
。
凡
卅
歳
ニ
及
ビ
候

マ
デ
、
年
ヲ
モ
テ
ソ（
損
）コ

ナ
ハ
ヌ
様
に
慎
候
ヘ
バ
、
一
代
ノ
内
大
ナ
ル

ア（
誤
）ヤ

マ
チ
ハ
不
二

出
来
一

モ
ノ
ニ
候
。

・⑬  

別
テ
今
程
万
端
、
武
家
ノ
ハ
カ
ラ
ヒ
候
時
節
ニ
候
ヘ
バ
、
禁
中
ト
テ

モ
万
事
旧
例
ニ
任
テ
御
沙
汰
ア
ル
ベ
キ
様
モ
ナ
キ
体
ニ
候
。
…
…

　

 

何
事
モ
行
人
ノ
口
ニ
ノ
リ
候
ハ
ヌ
已
前
ニ
、
其
侭
江
戸
ノ
取
沙
汰
ニ
及

候
由
候
。
…
…
弥
（
よ
く
よ
く
）々御

思
惟
尤
候
。

・⑭  

今
程
ハ
諸
家
（
公
家
）
…
…
何
ノ
道
ニ
モ
正
路
ナ
ル
者
ハ
大
形
無
レ

之

様
ナ
ル
為
体
ニ
候
ト
ノ
取
沙
汰
候
。
下
ノ
放
埓
は
即
上
の
御
恥
辱
ニ
ナ

リ
候
事
ニ
テ
候
ヘ
バ
、
正
道
ニ
引
カ
ヘ
サ
マ
ホ
シ
キ
事
ニ
候
。
…
…

　

 

本
正
ク
、
御
身
ヲ
治
ラ
レ
候
ハ
ン
事
、
第
一
ノ
御
事
候
欤
。

こ
の
（
甲
）（
乙
）（
丙
）
三
通
は
、
年
月
日
を
記
し
て
い
な
い
が
、
内

容
か
ら
い
ず
れ
も
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
の
譲
位
以
後
で
あ
ろ
う
。

『
宸
翰
英
華
』
の
解
説
篇
で
は
、
三
通
と
も
「
後
光
明
天
皇
へ
進
め
給
ひ

し
も
の
」
で
「
天
皇
は
寛
永
二
十
年
践
祚
…
…
承
応
三
年
に
二
十
二
歳
で

崩
御
」
さ
れ
た
か
ら
そ
の
十
一
年
間
と
み
ら
れ
、
と
く
に
（
丙
）
は
文
中

に
「
三
十
歳
ニ
及
ビ
候
マ
デ
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
「
天
皇
御
三
十
歳
前
後

の
頃
の
も
の
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
五
十
歳
代
前
半
こ
ろ
の
後
水
尾
上
皇
は
、
上
述
の
譲

位
を
め
ぐ
り
幕
府
と
対
立
し
た
二
十
歳
か
ら
三
十
三
歳
こ
ろ
ま
で
に
較
べ

る
と
、
円
熟
し
て
お
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
一
方
で
幕
府
の
底
力
と
誓

約
を
黙
従
さ
れ
容
認
し
な
が
ら
、
地
方
で
朝
廷
・
天
皇
と
し
て
為
す
べ
き

こ
と
・
為
し
う
る
こ
と
を
熟
慮
さ
れ
、
期
待
の
後
光
明
天
皇
に
書
き
伝
え

ら
れ
た
の
が
、
上
掲
三
通
の
御
教
訓
書
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
う
ち
、（
甲
）
の
①
②
③
で
は
、
帝
位
に
あ
る
者
は
、
心
が
憍
ら

な
い
よ
う
に
「
つ
つ
し
（
慎
）
ま
れ
」
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
特
に
今

や
「
武
家
は
権
威
ほ
し
き
ま
ゝ
な
る
時
節
」
だ
か
ら
「
御
憍
心
な
ど
…
…

ふ
か
く
御
つ
ゝ
し
み
あ
る
べ
き
」
で
あ
る
。
ま
た
「
御
短
気
」
で
「
御
憍
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心
」
が
あ
る
と
、
人
の
言
う
こ
と
に
腹
が
立
ち
、
平
常
心
を
失
っ
て
無
茶

な
こ
と
を
言
い
す
ぎ
「
後
悔
」
す
る
ほ
か
な
く
な
る
か
ら
、
歳
長
ず
る
と

共
に
自
覚
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
も
、
な
る
べ
く
「
御
柔じ
ゅ
う
ぜ
ん耎

（
柔
軟
）」
で
あ
り
た
い
と
思
う
の

は
、「
何
事
も
過
た
る
は
を
よ
（
及
）
ば
ざ
る
道
理
」
だ
か
ら
、
そ
の
分

別
が
大
事
で
あ
る
と
、
心
の
持
ち
方
を
説
か
れ
て
い
る
。

つ
い
で
④
⑤
⑥
に
お
い
て
は
、
帝
王
と
し
て
「
敬
神
は
第
一
」
で
あ

り
、「
仏
法
」
も
粗
末
に
せ
ず
、「
何
事
も
正
路
を
守
ら
る
べ
き
」
で
あ

る
。
ま
た
「
御
藝
能
」
と
し
て
「
和
国
の
風
義
」
で
あ
る
「
和
歌
」
を

「
第
一
に
御
心
か
け
ら
れ
、
御
稽
古
あ
る
べ
き
」
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に

「
御
手
習
」（
書
道
）
も
「
漢
才
」（
主
に
儒
学
）
も
「
琴
笛
」（
音
楽
）
な

ど
も
油
断
な
く
稽
古
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
天
地
人
の
三
才
」
は
一

体
の
も
の
だ
か
ら
、「
天
変
地
妖
」
も
「
人
道
の
変
」
に
よ
る
も
の
と
反

省
し
「
深
く
つ
ゝ
し
ま
る
べ
き
」
だ
、
と
説
か
れ
て
い
る
。

つ
い
で
（
乙
）
に
お
い
て
も
、
ま
ず
⑦
「
禁
中
ハ
敬
神
第
一
」
で
あ
る

か
ら
、「
毎
朝
の
御
拝
（
四
方
拝
）
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
つ
ぎ

に
⑧
か
つ
て
鳥
羽
天
皇
（
一
一
〇
三
〜
一
一
五
六
）
が
美
福
門
院
藤
原
得

子
（
一
一
一
七
〜
一
一
六
〇
）
を
寵
愛
し
て
、
そ
の
間
に
生
れ
た
近
衛
天

皇
（
一
一
三
九
〜
一
一
五
五
）
を
即
位
さ
せ
る
た
め
、
崇
徳
天
皇
（
一
一

一
九
〜
一
一
六
四
）
を
無
理
や
り
退
位
さ
せ
る
な
ど
し
て
大
乱
（
保
元
・

平
治
の
乱
）
の
原
因
を
作
り
、「
帝
位
の
御
威
光
、
次
第
ニ
衰
」
え
た
の

で
あ
る
か
ら
、「
女
色
の
誡
」
を
守
る
こ
と
が
肝
要
だ
と
い
わ
れ
る
。

ま
た
、
⑨
近
習
の
人
々
は
、
当
分
御
心
に
従
う
よ
う
に
見
え
る
者
で

も
、
悪
事
を
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
遠
ざ
け
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
総
じ

て
⑩
天
皇
の
振
る
舞
い
は
、
軽
率
に
な
ら
ぬ
よ
う
進
退
に
気
を
付
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
、
⑪
御
殿
の
格
子
を
上
げ
る
時
刻
は
、
早
過
ぎ

て
も
構
わ
な
い
が
、
そ
れ
を
下
す
の
が
夜
遅
く
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

つ
ま
り
、
い
ず
れ
も
（
甲
）
よ
り
具
体
的
な
注
意
が
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
（
丙
）
で
は
、
ま
ず
⑫
若
年
か
ら
三
十
歳
に
な
る
こ
ろ
ま
で
、

身
を
慎
む
こ
と
に
努
め
れ
ば
一
生
大
き
な
過
ち
を
し
な
い
で
す
む
。
ま
た

⑬
時
節
柄
、
禁
中
で
は
旧
例
の
よ
う
に
い
か
な
い
か
ら
、
何
事
も
人
の
噂

に
の
ぼ
っ
て
「
江
戸
の
取
沙
汰
」
と
な
ら
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
も
⑭
今
は
公
家
た
ち
で
も
「
聖
路
な
る
者
」
は
極
め
て
少

な
い
か
ら
、
正
道
に
戻
す
た
め
、
天
皇
が
「
御
身
ヲ
治
ラ
レ
」
自
重
自
戒

さ
れ
る
こ
と
が
第
一
だ
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

七　

後
水
尾
上
皇
か
ら
後
光
明
天
皇
へ
の
訓
戒

こ
の
う
ち
、
前
掲
（
甲
）
に
多
く
引
か
れ
て
い
る
『
禁
秘
御
抄
』
は
、

順
徳
天
皇
（
一
一
九
七
〜
一
二
四
二
）
が
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
譲
位

ま
で
纏
め
ら
れ
た
宮
中
の
心
得
書
で
あ
る
。
念
の
た
め
、
そ
の
主
要
な
部

分
を
書
き
下
し
文
に
よ
り
左
に
揚
げ
よ
う）

8
（

。

諸
藝
能
の
事

（
イ
） 

第
一
は
御
学
問
な
り
。
そ
れ
学
ば
ざ
れ
ば
則
ち
道
に
明
か
な
ら
ず
。
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而
し
て
政
を
能
く
し
太
平
を
致
す
こ
と
は
未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な

り
。
貞
観
政
要
の
明
文
な
り
。
寛
平
遺
誡
に
、
経
史
を
窮
め
ず
と

雖
も
群
書
治
要
を
誦
習
す
べ
し
と
云
々
。
…
…
誠
に
鴻
才
ま
で
は

然
ら
ず
と
も
、
浅
才
は
見
苦
し
き
事
な
り
。
職
は
又
勿
論
、
天
下

の
諸
礼
の
時
、
御
失
礼
尤
も
左
道
の
事
な
り
。
後
三
条
・
白
河
は

殊
な
る
有
識
な
り
。
必
ず
必
ず
学
ぶ
べ
し
。

（
ロ
） 

第
二
は
管
弦
。
延
喜
・
天
歴
已
後
、
大
略
絶
え
ざ
る
事
也
。
必
ず

一
曲
に
通
ず
べ
し
。
円
融
・
一
條
の
吉
例
に
て
、
笛
、
代
々
そ
の

御
能
な
り
。
和
琴
、
又
延
喜
、
天
暦
の
吉
例
。
筝
、
同
じ
く
琵
琶
、

殊
な
る
例
な
し
と
雖
も
然
る
べ
き
事
な
り
。
…
…
笙
は
後
三
条
院
、

学
び
給
ふ
。
篳
篥
は
相
応
せ
ざ
る
事
な
り
。

　
　

  

音
曲
は
上
古
も
例
あ
り
。
堀
河
院
、
内
侍
所
の
御
神
楽
の
時
、
別

に
此
の
音
曲
あ
り
。
鳥
羽
・
後
白
河
の
催
馬
楽
、
其
の
曲
を
窮
め

ず
と
雖
も
、
已
に
時
の
御
所
作
と
云
々
。
又
後
白
河
、
今
様
、
比

類
な
き
御
事
な
り
。
何
れ
も
只
御
意
に
あ
る
べ
し
。
笛
は
堀
河
・

鳥
羽
・
高
倉
・（
後
鳥
羽
）
法
皇
、
代
々
絶
え
ざ
る
事
な
り
。
但
、

筝
・
琵
琶
、
何
ぞ
劣
ら
ん
や
。

（
ハ
） 

和
歌
は
、
光
孝
天
皇
よ
り
未
だ
絶
え
ず
。
綺き

ぎ
ょ語

た
り
と
雖
も
、
我

国
の
習
俗
な
り
。
好
色
の
道
、
幽
玄
の
儀
、
棄
て
置
く
べ
か
ら
ざ

る
事
か
。
此
の
外
、
雑
藝
、
御
好
あ
り
て
も
難
な
く
、
御
好
み
な

く
て
も
殊
な
る
事
な
き
か
。

　
　

  

詩
情
・
能
書
等
、
同
じ
く
殊
な
る
能
な
り
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宮
廷
に
あ
る
天
皇
（
そ
れ
に
仕
え
る
為
政
者
達
）
が

身
に
つ
け
る
べ
き
「
諸
藝
能
」
は
多
岐
に
わ
た
る
。（
イ
）
そ
の
第
一
は

「
学
問
」
で
あ
り
、「
古
道
」
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
大
平
を
も
ら
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
唐
の
太
宗
が
貞
観
年
間
（
六
二
七
〜
六
四
九
）

に
自
ら
の
言
行
を
省
み
て
治
政
の
要
締
を
編
纂
さ
せ
た
『
貞
観
政
要
』

（
十
巻
四
十
篇
）
に
明
文
が
あ
る
。

ま
た
宇
多
天
皇
が
譲
位
の
際
（
八
九
七
）
醍
醐
天
皇
に
書
き
与
え
ら
れ

た
「
寛
平
遺
誡
」
を
み
て
も
、
経
書
・
史
書
の
万
般
を
窮
め
る
に
及
ば
な

い
が
、
太
宗
勅
撰
の
『
群
書
治
要
』（
五
十
巻
）
は
誦
習
す
る
（
繰
り
返

し
読
ん
で
学
ぶ
）
べ
き
だ
と
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
学
問
と
し
て
「
天
下
の
諸
礼
」
を
間
違
い
な
く
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
「
有
識
」
も
必
ず
学
ぶ
べ
き
こ
と
だ
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
い
で
、（
ロ
）
天
皇
の
藝
能
と
し
て
第
二
に
は
「
管
弦
」（
音
楽
）
を

身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
平
安
時
代
の
醍
醐
・
村
上
・
円
融
・

一
条
・
後
三
条
・
堀
河
・
鳥
羽
・
後
白
河
・
高
倉
各
天
皇
や
父
後
鳥
羽
法

皇
が
得
意
と
さ
れ
た
笛
・
和
琴
・
筝
・
琵
琶
お
よ
び
音
曲
・
神
楽
歌
・
催

馬
楽
・
今
様
な
ど
の
い
ず
れ
か
に
精
通
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、（
ハ
）「
和
歌
」
は
、
言
葉
を
美
し
く
飾
る
「
我
国
の
習
俗
」

で
あ
り
、「
好
色
の
道
、
幽
玄
の
儀
」
と
し
て
大
切
に
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
「
詩
情
」（
漢
詩
を
詠
む
心
）
も
「
能
書
」（
上
手
な
筆
書
き
）
も
、

同
様
に
よ
く
で
き
る
必
要
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
順
徳
天
皇
の
教
訓
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
も
以
後
も
歴
代
天
皇
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が
心
が
け
て
こ
ら
れ
た
こ
と
だ
と
み
ら
れ
る
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
は
、

江
戸
幕
府
が
朝
廷
・
公
家
の
在
り
方
を
規
制
す
る
た
め
に
定
め
た
『
禁
中

並
公
家
中
諸
法
度
』（
全
十
七
条
、
略
称
「
禁
中
法
度
」）
の
第
一
条
に
、

こ
の
『
禁
秘
抄
』
の
要
点
を
、
次
の
ご
と
く
盛
り
込
ん
で
い
る
。

一
、
天（
イ
）子

諸
藝
能
之
事
、
第
一
御
学
問
也
。
不
レ

学
則
不
レ

明
二

古
道
一

、
而

能
政
致
二

太
平
一

者
未
二

之
有
一

也
。
貞
観
政
要
明
文
也
。
寛
平
遺
誡
、

雖
レ

不
レ

窮
二

経
史
一

、
可
レ

誦
二

習
群
書
治
要
一

云
々
。

 

和（
ハ
）

歌
、
雖
レ

為
二

綺
語
一

、
我
国
習
俗
也
。
不
レ

可
二

棄
置
一

云
々
。
所
レ

載
二

禁
秘
抄
一

、
御
習
学
専
要
候
事
。

こ
の
法
度
は
、
慶
長
二
十
年
＝
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
七
月
、
二
条

城
で
前
関
白
二
条
昭
実
と
前
将
軍
徳
川
家
康
・
二
代
将
軍
秀
忠
が
連
署
し

て
公
布
さ
れ
、
以
後
幕
末
ま
で
朝
廷
・
公
家
を
厳
し
く
規
制
し
た
。
け
れ

ど
も
、
こ
れ
に
は
異
和
感
を
も
た
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
そ
れ
以
外
に
も
多
く
あ
っ
た
天
皇
の
言
動
を
、「
古
道
」
を
明

ら
か
に
す
る
学
問
（
主
に
儒
学
）
と
、
古
来
の
習
俗
の
「
和
歌
」
と
に
制

限
さ
れ
た
こ
と
は
、
即
位
後
ま
も
な
い
後
水
尾
天
皇
（
二
十
歳
）
に
恐
怖

を
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
か
ら
二
十
数
年
を
経
た
五
十
歳
代
こ
ろ
の
後
水
尾
天
皇

は
、
上
掲
の
教
訓
書
（
甲
）
①
・（
丙
）
⑬
の
ご
と
く
「
武
家
は
権
威
の

ほ
し
き
ま
ま
ゝ
な
る
時
節
」「
万
端
、
武
家
ノ
ハ
カ
ラ
ヒ
候
時
節
」
と
い

う
現
実
を
直
視
し
な
が
ら
、
当
代
を
担
う
天
皇
に
対
し
て
具
体
的
な
訓
戒

を
書
き
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

八　
「
諸
藝
能
」
の
積
極
的
な
修
得
と
伝
授

そ
れ
で
は
、
後
水
尾
天
皇
は
在
任
中
か
ら
在
位
中
か
ら
譲
位
後
ま
で

「
諸
藝
能
」
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
修
得
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
次
代
に
向
け

て
ど
の
よ
う
に
伝
授
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
（
ａ
）
学
問
（
儒
学
・
有
職
）・（
ｂ
）
仏
教
信
仰
・（
ｃ
）
音

楽
（
器
楽
と
声
楽
）・（
ｄ
）
和
歌
（
連
歌
も
）・（
ｅ
）
古
典
（
王
朝
物

語
）・（
ｆ
）
漢
詩
文
・（
ｇ
）
習
字
な
ど
に
亘
る
。
そ
の
主
な
事
例
を

『
後
水
尾
天
皇
実
録
』
と
先
学
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
て
略
述
し
よ
う）

9
（

。

ま
ず
儒
学
に
つ
い
て
は
、
即
位
前
の
慶
長
九
年
（
一
九
〇
四
）
八
歳
か

ら
五
年
間
、『
孝
経
』
と
『
大
学
』『
論
語
』『
孟
子
』『
中
庸
』
の
講
義
を

舟
橋
（
清
原
）
秀
賢
か
ら
学
ん
で
お
ら
れ
る
。

つ
い
で
即
位
後
の
同
二
十
年
＝
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
二
十
歳
か
ら

十
四
年
後
の
譲
位
ま
で
「
諸
藝
稽
古
」（
元
和
七
年
か
ら
「
禁
中
御
学
問

講
」）
と
し
て
、
習
字
・
和
歌
・
連
歌
・
儒
学
・
有
職
・
漢
詩
文
・
楽
曲

な
ど
を
近
臣
ら
と
共
に
修
得
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
譲
位
後
の
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
か
ら
御
自
身
で
『
源
氏
物

語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
を
講
釈
し
、
同
十
五
年
（
四
十
三
歳
）
に
は
、
自

ら
修
得
し
て
こ
ら
れ
た
日
本
の
古
典
（『
日
本
紀
』『
続
日
本
紀
』『
神
皇

正
統
記
』『
大
鏡
』『
水
鏡
』『
増
鏡
』『
職
原
抄
』『
公
事
根
源
』『
大
和
物

語
』『
伊
勢
物
語
』『
源
氏
物
語
』『
枕
草
子
』『
和
漢
朗
詠
』『
詠
歌
大
概
』

『
百
人
一
首
』
な
ど
）
の
修
学
を
若
い
公
家
た
ち
に
勧
め
て
お
ら
れ
る
。
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こ
の
う
ち
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
有
職
と
和
歌
と
仏
教
に
関
す
る

事
績
で
あ
る
。
ま
ず
有
職
に
関
し
て
は
、
父
後
陽
成
天
皇
な
ど
の
意
向
も

受
け
継
が
れ
て
、
戦
国
時
代
か
ら
衰
退
中
断
し
た
例
の
多
い
宮
廷
の
儀
式

行
事
を
徐
々
に
復
興
し
よ
う
と
努
め
て
お
ら
れ
る
。

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
後
醍
醐
天
皇
著
『
建
武
年
中
行
事
』
を
手
本
と
し

て
、
仮
名
（
交
り
）
書
き
の
通
称
『
当
時
年
中
行
事
』
を
著
わ
さ
れ
た
。

し
か
も
、
そ
れ
は
何
回
も
作
り
直
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
『
年
中
行
事　

後
水
尾
院
』（
ｗ

ｅ
ｂ
公
開
）
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
「
此
一
冊
、
後
光
明
院
へ
か
き
て

ま
い
ら
せ
し
」
清
書
本
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
承
応
の
回
録
」
＝
承
応
二

年
（
一
六
五
三
）
六
月
の
内
裏
炎
上
に
よ
り
焼
失
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
「
草
案
の
残
り
し
」
稿
本
が
あ
り
、「
万
治
の
火
災
」

万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
正
月
十
九
日
の
京
都
大
火
も
「
の
が
れ
て
」
後

水
尾
上
皇
の
も
と
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
霊
元

天
皇
（
十
歳
）
が
即
位
さ
れ
る
と
、
後
水
尾
天
皇
（
五
十
八
歳
）
は
、

「
当
今
を
さ
な
く
ま
し
ま
せ
ば
…
…
か
の
草
（
稿
本
）
の
あ
ま
た
前
後
混

乱
し
た
る
を
か
き
改
め
」
ら
れ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
、
後
光
明
天
皇
に
与
え
ら
れ
た
清
書
本
は
焼
失
し
た
が
、
そ
の

草
稿
本
を
整
理
し
て
書
き
改
め
た
新
訂
本
は
霊
元
天
皇
に
与
え
ら
れ
た
。

そ
れ
が
転
写
を
重
ね
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
あ
る
。

つ
い
で
和
歌
に
関
し
て
は
、
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
の
即
位
前
後

か
ら
詠
ま
れ
た
御
歌
約
二
千
首
を
収
め
る
御
集
『
鴎
巣
集
』
が
あ
る
。
ま

た
二
十
一
代
集
な
ど
の
約
一
万
二
千
石
を
分
類
し
た
『
類
題
和
歌
集
』
な

ど
を
編
み
、『
和
歌
作
法
』
な
ど
も
著
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、『
古
今
和
歌
集
』
の
解
釈
を
秘
伝
と
し
た
「
古
今
伝
授
」
が
、

安
土
桃
山
時
代
に
三
条
西
実
枝
か
ら
細
川
幽
斎
を
経
て
、
皇
弟
の
八
条
宮

智
仁
親
王
（
一
五
七
九
〜
一
六
二
九
）
な
ど
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
を
、

寛
永
三
年
（
一
六
二
五
）
後
水
尾
上
皇
（
三
十
歳
）
は
八
条
宮
か
ら
受
け

継
が
れ
た
。

そ
れ
以
後
、
上
皇
自
ら
和
歌
の
修
練
に
励
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、
や
が

て
そ
れ
を
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
に
皇
弟
（
妙
法
院
門
跡
堯
然
法
親
王

と
聖
護
院
門
跡
道
晃
法
親
王
）
や
近
臣
（
岩
倉
具
起
・
飛
鳥
井
雅
章
）

に
、
ま
た
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
後
西
上
皇
と
日
野
弘
資
・
烏
丸
資

慶
・
中
院
通
茂
に
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
授
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
お
か
げ
で
、

「
御
所
伝
授
」
が
江
戸
中
後
期
の
歴
代
天
皇
や
有
力
公
家
に
受
け
継
が
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
仏
教
に
関
し
て
は
、
譲
位
さ
れ
て
か
ら
二
十
二
年
後
の
慶
安
四

年
（
一
六
五
一
）、
五
十
六
歳
で
受
戒
し
て
法
皇
と
な
ら
れ
た
が
、
仏
門

に
は
早
く
か
ら
関
心
を
寄
せ
て
お
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
譲
位
直
後
か
ら
様
々
の
仏
典
を
繙
い
て
自
ら
抄
録
さ
れ
た

「
宸
筆
御
留
書
」（
Ｋ
六
八
四
）
が
あ
る
。
ま
た
、
在
位
中
か
ら
帰
依
さ
れ

て
い
た
沢
庵
宗
彭
（
一
五
七
三
〜
一
六
四
六
）
が
「
紫
衣
事
件
」
で
流
謫

し
て
か
ら
帰
京
す
る
と
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）「
厚
人
論
」
な
ど

の
講
義
を
受
け
て
お
ら
れ
る
。
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後水尾天皇と中宮和子の関係者略系図
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そ
の
沢
庵
に
師
事
し
た
一
糸
文
守
（
一
六
〇
八
〜
一
六
四
六
）
に
上
皇

が
帰
依
さ
れ
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
一
糸
の
た
め
西
賀
茂
に
霊
源

庵
を
建
て
、
和
歌
・
漢
詩
の
贈
答
を
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
一
糸
の
入
寂
後
、
霊
元
天
皇
の
叔
父
に
あ
た
る
祖
岸
文
舟
を

霊
源
庵
（
山
寺
）
の
住
持
と
し
、「
や
が
て
一
糸
に
国
師
号
を
賜
わ
っ
た

が
、
そ
の
勅
書
に
「
朕
於
二

此
師
一

法
恩
甚
大
…
…
故
玆
曰
定
恵
明
光
仏
頂

国
師
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
Ｋ
六
九
二
）。

最
後
に
も
う
一
例
あ
げ
る
と
、
黄
檗
の
禅
風
に
も
親
し
ま
れ
、
隠
元
隆

琦
に
仏
舎
利
を
賜
わ
り
、「
大
光
普
照
国
師
と
い
う
号
を
授
け
て
お
ら
れ

る
（
Ｋ
六
九
一
）。
ま
た
、
法
嗣
瀧
渓
性
善
に
も
帰
依
さ
れ
、
寛
文
九
年

（
一
六
六
九
）
性
潜
に
「
大
宗
正
統
禅
師
」
と
い
う
特
賜
号
を
授
け
ら
れ

た
が
、
そ
の
勅
書
に
は
禅
師
の
撰
述
書
に
与
え
ら
れ
た
「
宗
統
録
」
と
い

う
勅
序
ま
で
付
け
ら
れ
て
い
る
（
Ｋ
六
八
八
）。

注（
1
）　

熊
倉
功
夫
氏
『
後
水
尾
天
皇
』（
朝
日
評
伝
選
、
昭
和
五
十
七
年
、
加
筆

修
正
版
、
中
公
文
庫
、
平
成
二
十
二
年
）、
久
保
貴
子
氏
『
後
水
尾
天
皇
』（
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
日
本
評
伝
選
、
平
成
二
十
年
）
な
ど
。

（
2
）　
『
国
史
大
辞
典
』
第
六
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
年
）。
な
お
、
編
年

史
料
は
宮
内
省
編
『
後
水
尾
天
皇
実
録
』（
刊
本
三
冊
、
ゆ
ま
に
書
房
、
平
成

十
七
年
）
に
詳
し
い
。

（
3
）　

帝
国
学
士
院
編
『
宸
翰
英
華
』
図
版
篇
・
解
説
篇
（
紀
元
二
千
六
百
年
奉

祝
会
、
昭
和
十
九
年
。
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

（
4
）　

今
泉
雄
作
氏
（
一
八
五
〇
〜
一
九
三
一
）
は
、
京
都
市
立
美
術
工
芸
学
校

長
、
帝
室
博
物
館
美
術
部
長
な
ど
歴
任
。
鑑
定
書
に
「
後
水
尾
天
皇
宸
翰
相
違

無
レ

之
候
。
殊
ニ
歴
史
関
係
之
御
書
、
大
切
に
御
保
存
可
レ

被
レ

成
者
也
／
大
正

五
年
七
月
七
日
（
花
押
）」
と
あ
る
。

（
5
）　
『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
三
一
（
初
版
昭
和
八
年
、
東
京
大
学
出
版

会
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

（
6
）　

藤
堂
高
文
（
高
虎
弟
高
清
か
ら
六
代
目
の
伊
賀
藩
城
代
家
老
）
編
『
宗
国

史
』（
上
野
市
古
文
献
刊
行
会
編
、
昭
和
五
十
四
年
）。
藤
井
譲
治
氏
「（
寛
永

五
年
）
八
月
二
日
付
徳
川
秀
忠
仮
名
消
息
を
め
ぐ
っ
て
」（『
史
料
が
語
る
日
本

の
近
世
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
四
年
）
参
照
。

（
7
）　

松
平
忠
冬
（
御
側
衆
）
編
『
東
武
実
録
』（
貞
享
元
年
〈
一
六
八
四
〉
稿
、

内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
、
汲
古
書
院
、
昭
和
五
十
六
年
）

（
8
）　

牟
田
橋
泉
編
『
禁
秘
抄
考
註
』（
新
訂
増
補
故
実
叢
書
、
吉
川
弘
文
館
、

昭
和
二
十
七
年
）

（
9
）　

和
田
英
松
氏
『
皇
室
御
撰
之
研
究
』（
明
治
書
院
、
昭
和
八
年
）、
本
田
恵

子
氏
「
後
水
尾
院
の
禁
中
御
学
問
講
」『
書
陵
部
紀
要
』
二
九
（
昭
和
五
十
二

年
）、
霞
会
館
編
刊
『
寛
永
の
華
│
後
水
尾
帝
と
東
福
門
院
和
子
│
』（
平
成
八

年
）
な
ど
参
照
。


